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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月10日(2011.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張アップリンクを用いるUTRAN (Universal Mobile Telecommunications System Terr
estrial Radio Access Network)の、ユーザ端末におけるアップリンク再送信方法であっ
て、
　初期送信において、第１の数の物理制御チャネルと第２の数の物理データチャネルを有
するサブフレームを送信するステップ(400)と、
　総回数Ｍのうち第３の回数Ｎ（Ｎ＜Ｍ）、前記サブフレームを再送信するステップ(401
)と、前記サブフレームを、残りのＭ－Ｎ回、再送信するステップ(402)とを有し、
　前記第１の数の物理制御チャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する
物理制御チャネルの送信電力レベルよりも低い送信電力レベルを有し、前記第２の数の物
理データチャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する物理データチャネ
ルの送信電力レベルよりも高い送信電力レベルを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記Ｎ回の再送信における前記第１の数の物理制御チャネルの前記少なくとも１つが、
前記初期送信における対応する物理制御チャネルの送信電力レベルよりも高い送信電力レ
ベルを有することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記低い送信電力レベルを有する物理制御チャネルの１つが、拡張個別チャネル用の個
別物理制御チャネルであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記低い送信電力レベルを有する物理制御チャネルの１つが、個別物理制御チャネルで
あることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　拡張アップリンクを用いるUTRAN (Universal Mobile Telecommunications System Terr
estrial Radio Access Network)の、ノードＢにおけるアップリンク再送信方法であって
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、
　ユーザ端末から受信される初期送信において、第１の数の物理制御チャネルと第２の数
の物理データチャネルを有するサブフレームを受信するステップ(403)と、
　前記ユーザ端末から受信された、総回数Ｍのうちの第３の回数Ｎ（Ｎ＜Ｍ）の再送信に
おいて、前記サブフレームを受信するステップ(404)と、
　前記サブフレームを、残りのＭ－Ｎ回の再送信において前記ユーザ端末から受信するス
テップ(405)とを有し、
　前記第１の数の物理制御チャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する
物理制御チャネルの送信電力レベルよりも低い送信電力レベルを有し、前記第２の数の物
理データチャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する物理データチャネ
ルの送信電力レベルよりも高い送信電力レベルを有することを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記Ｎ回の再送信における前記第１の数の物理制御チャネルの前記少なくとも１つが、
前記初期送信における対応する物理制御チャネルの送信電力レベルよりも高い送信電力レ
ベルを有することを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記低い送信電力レベルを有する物理制御チャネルの１つが、拡張個別チャネル用の個
別物理制御チャネルであることを特徴とする請求項５または請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記低い送信電力レベルを有する物理制御チャネルの１つが、個別物理制御チャネルで
あることを特徴とする請求項５乃至請求項７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　拡張アップリンクを用いるUTRAN (Universal Mobile Telecommunications System Terr
estrial Radio Access Network)の、ユーザ端末(150)であって、
　初期送信において、第１の数の物理制御チャネルと第２の数の物理データチャネルを有
するサブフレームを送信する手段(501)と、
　総回数Ｍのうち第３の回数Ｎ（Ｎ＜Ｍ）、前記サブフレームを再送信する手段(502)と
、
　前記サブフレームを、残りのＭ－Ｎ回、再送信する手段(502)とを有し、
　前記第１の数の物理制御チャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する
物理制御チャネルの送信電力レベルよりも低い送信電力レベルを有し、前記第２の数の物
理データチャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する物理データチャネ
ルの送信電力レベルよりも高い送信電力レベルを有することを特徴とするユーザ端末。
【請求項１０】
　拡張アップリンクを用いるUTRAN (Universal Mobile Telecommunications System Terr
estrial Radio Access Network)の、ノードＢ(130)であって、
　ユーザ端末から受信される初期送信において、第１の数の物理制御チャネルと第２の数
の物理データチャネルを有するサブフレームを受信する手段(503)と、
　前記ユーザ端末から受信された、総回数Ｍのうちの第３の回数Ｎ（Ｎ＜Ｍ）の再送信に
おいて、前記サブフレームを受信する手段(503)と、
　前記サブフレームを、前記ユーザ端末から受信された残りのＭ－Ｎ回の再送信において
受信する手段(503)とを有し、
　前記第１の数の物理制御チャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する
物理制御チャネルの送信電力レベルよりも低い送信電力レベルを有し、前記第２の数の物
理データチャネルの少なくとも１つが、前記初期送信における対応する物理データチャネ
ルの送信電力レベルよりも高い送信電力レベルを有することを特徴とするノードＢ。
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